
 

 

 

 

「岐阜県観光人材確保推進事業費補助金」の募集を開始します 

～観光産業で働く魅力を PRする動画作成を支援！～ 

 

県では、観光産業の人材確保を促進するため、県内観光事業者等が自社や県内の観光産業

で働く魅力を紹介する動画の作成経費の一部を補助する「岐阜県観光人材確保推進事業費補

助金」の募集を開始しますのでお知らせします。  

 

記 

 

１ 補助金の概要 

（１）補助対象事業者 

① 岐阜県内に本社又は事業所等を有する宿泊事業者（※） 

   ＜対象外施設＞ 

・ 国、県又は市町村が所有、管理又は運営する施設 

・ 店舗型性風俗特殊営業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和 23年法律第 122号）第２条第６項）を行う施設 

・ 住宅宿泊事業法に規定のいわゆる「民泊」及び旅館業法に規定の「下宿営業」

の用に供する施設 

（※）「宿泊事業者」とは、旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項の許可

を受けた者が行う同法第２条第２項及び第３項の営業に係る施設を営む者をい

います。 

② 岐阜県内の観光協会、観光地域づくり法人等 

 

（２）補助対象事業 

県内を勤務地とする常用労働者を採用することを目的とした企業等紹介動画（１本に
限る。）の作成。自社Ｗｅｂサイト及び「ギフッシュ（https://gifush.pref.gifu.lg.j
p/）」又はその他の県が認める就職情報Ｗｅｂサイトに掲載することが必要。 

 

（３）補助対象経費 
外部事業者への委託費 

 

（４）補助対象期間  

令和８年５月１８日（月）～令和９年１月２９日（金） 

 

令和８年５月１４日（木） 岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

観光企画課  
サステナブル・ 
ツーリズム推進係 

井上 
内線 3938 
直通 058-272-8084 
FAX 058-278-2681 

岐阜県政記者クラブ加盟社各位 



 

（５）補助率及び補助限度額 

補 助 率：補助対象経費の１／２以内  

補助限度額：１事業あたり５００千円  

 

２ 募集期間 

令和８年５月１８日（月）～１１月３０日（月） 

※郵送の場合、１１月３０日（月）必着（当日消印有効） 

※予算額に達した場合は受付を終了します。 

 

３ 交付決定  

令和８年６月以降順次  

 

４ 申請方法 

補助金申請書に必要書類を添付し、募集期間内にメール又は郵送により提出してくださ

い。 

 

５ 申請書提出先及びお問合せ先  

窓口 所在地 電話番号 

岐阜県 

観光企画課 

〒５００－８５７０  

岐阜市薮田南２－１－１ 岐阜県庁 

０５８－２７２－３９３８ 

c11337@pref.gifu.lg.jp 

※窓口は平日８時３０分から１７時１５分までとなります（土日祝日を除く）。 

申請をお考えの場合、出来る限り申請前に観光企画課にご相談ください。 

 

６ その他  

募集要項や各種様式等の詳細は、岐阜県庁公式ホームページ（https://www.pref.gifu.l

g.jp/site/pressrelease/495521.html）を参照してください。 


